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マレーシアにおける国民統合

一一言語問題を中心に一一

中島史博
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序章

第 l節 「人種暴動 (racialriots) Jの発生

「あらゆる危険からあなたたちの身が守られ

るよう，私はアッラーに祈っています。しか

し，自分自身の身は自分自身で守らなければ

なりません。私は，この国の平和を保つため

に全てに最善を尽くすでしょう。あなたたち

全てに神の思寵がありますように}1)

これは， 1969年5月13日夜，初代マレーシア首

相トゥンク・アブドウル・ラーマン (Tunku

Abudul Rahman)が時折涙で声を詰まらせながら

ラジオで国民に向けて発した演説の最後の言葉で

ある。この時既に首都クアラルンプールは無秩序

状態にあった。しかし，マレーシア政府は有効な

打開策を見出せないでいた。同日午後6時頃，ク

アラルンプールのマレ一人が多く居住するカンポ

ンパル地域近辺で発生したマレ一人青年と中国人

青年(2)のけんかは数時間で暴動へと発展し，クア

ラルンプール中に拡大した。

ノfラン (parangs)やクリス (kris)(3)といった

伝統的なマレー民族のナイフや鉄パイプなどの武

器を持ったマレ一人青年達は周囲にいる中国人に

見境なく襲いかかり，また中国人の経営する屈を

襲撃した。屈の売り物や家具類を略奪した後，そ

の屈に放火したりした。中には，マレ一民族の伝

統的な戦士の衣装を着ている者もいた。

一方，一部の中国人青年達もマレ一人暴徒の攻

撃に対してナイフや銃などの武器を持って応戦し

た。報復行為として周囲のマレ一人を攻撃し，一

部の武装した中国人集団が警察署にまで押し寄せ

た。それは，警察の大部分がマレ一人によって構

成されていたためである。

7時45分には外出禁止令が発令され， 10時ま

でには警察の特別機動隊と軍隊も出動した。しか

し，暴動は治まらなかった。ここで重要なことは

機動隊や軍隊の行動が公平でなかったことであ

る。つまり，その多くがマレ一人で構成された機

動隊と軍の一部は，マレー人暴徒が中国人の屈を

襲撃するのに加担し，そして銃口を中国人や中国
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人の屈に向けたのであるO 暴動を鎮圧すべき警察

や軍の一部が暴動の当事者となっていたのであっ

た。政府はこれを否定しているが，多くの外国の

報道機関がこれらの行為を目撃し報道している。

また 1か月後政府は，逮捕者が7，457人，うち

2，163人が起訴， 1，719人が有罪， 602人が保釈，

1，323人が証拠不十分で釈放され，1，650人が拘留

中であると発表したが，その大多数が中国人で

あった川。

翌日 14日に政府は非常事態宣言(Emergency)

をしき，上下両院と各州の州議会が停止された。

15日には国家運営評議会 (National Operation 

Counci!)が設置され，その議長にタン・アブドウ

ル・ラザク副首相 (TunAbudul Razak)が任命

された。しかし，混乱した状況の中で国家運営評

議会が機能するのは 17日以降のことであった。つ

まり，政府は 17日まで本格的にこの事態の収拾に

乗り出せなかったのである。一種の権力の真空状

態であった。

この暴動の結果，少なくとも行方不明者約 600

人を含む， 800名以上の死者が出た(5)。そして， 500

近い数の家や屈が放火によって破壊され， 100台

以上の車，パス， トラック，バイクが壊されたり

燃やされたりした(6)。こうした被害に遭った人の

大部分が中国人であった。避難民も 8，000名近く

出たが，その多くも中国人であった。

こうした暴動を引き起こした直接の原因は 5

月10日に実施された西マレーシアの総選挙で

あった。連邦下院議員選挙において，統一マレ一

人国民組織 (UnitedMalays National Organiza-

tion， UMNO)，馬華公会 (MalaysianChinese 

Association， MCA)，マラヤインド人会議

(Malaysian lndian Congress， MIC)の三党から

成る与党連合党 (Alliance)は， 89議席から 66議

席へと議席を減らした。これに対して，野党にお

いては，中国系の民主行動党(DemocraticAction 

Party， DAP)が1議席から 13議席へと伸ばし，

選挙直前に結成された中国系のマレーシア民政運

動党 (GerakanRakyat Malaysia， GRM)は8

議席を獲得し，マレ一系野党の汎マラヤイスラム



党 (Pan-MalayanIslamic Party， PMIP)が9

議席から 12議席へと獲得議席を伸ばした。同様

に，州議会議員選挙でも野党が躍進し 2つの州

で野党が州政権を担うことになった。

この選挙結果に対して 5月11日と 12日に首

都クアラルンプールで中国系野党の DAPと

GRMの躍進を祝う中国人のデモ行進が行われ

た。これに対して，獲得議席数を減らしたといっ

てもいまだ連邦議会において圧倒的多数の 51議

席を占めるマレー系与党の UMNOの勝利を祝う

マレー人のデモ行進が翌日日 UMNO支持者に

よって計画された。この計画を聞いて， 12日夜か

ら多くのマレー人がデモ行進の出発地点であるセ

ランゴール州知事のダトー・ハルン(Datuk

Harun)の家の周辺に集まり始めた。そして，こ

のデモが開始される直前の 13日午後6時噴，デモ

に参加するためにダトー・ハルンの家に向かって

いたマレ一人青年の集団が中国人青年と衝突し，

暴動へと発展していったのであった。

以上が，本稿で素材として扱うr1969年5月13

日の人種暴動」の概要である。これは，多民族国

家マレーシアで支配的民族であったマレ一人と経

済力を背景に人口的にもマレ一人の次に力を持っ

ていた中国人との対立を示す典型的な事例であ

り，また， 1957年8月31日の独立以降初めてマ

レーシアが経験する流血を伴う大規模な暴動で

あった。

第2節問題の所在

18世紀末から 20世紀初頭にかけて，ヨーロツ

パ，アメリカ大陸に広まった「国民国家 (nation

state) Jは，第二次大戦後，帝国主義に対決して独

立国家となった旧植民地諸国にも浸透した。 20世

紀を通じて国際社会において「国民国家」という

概念は普遍的な規範として確立されたのである。

特に，独立国家として後進国であった旧植民地国

家では，国際社会において主権国家としての存在

と活動が承認されるためには，自国の国民国家化

が必要条件であった。一般的に，旧植民地国家は

旧宗主国によって作り出された諸条件，つまり植

マレーシアにおける国民統合

民地主義の遺産という基底の上で国民国家化を進

めなければならなかった。

それは，マレーシアも例外ではなかった。 1957

年8月31日に独立国家として出発したマレーシ

アは，その出発時点、から言語，宗教，慣習の全く

異なる民族から成る多民族国家として存在した。

そのため，多民族国家という条件の中で，いかな

る「マレーシア国民」を形成 (nation-building)

するかがマレーシアにおける国民統合の最大の課

題であった。そして，国民国家化を進めていく過

程で発生したのが， 1969年5月13日の「人種暴

動」であった。

マレーシアが他の旧植民地と異なる点は，独立

する過程で旧宗主国と流血を伴う闘争が起きな

かったことである。植民地から独立国家への移行

が比較的円滑に実行されたのである。その意味で，

1969年の「人種暴動」は， 1946年にマレーシアの

独立が具体的に示されて以降，初めて発生した流

血事件であったげ)。

本稿の問題関心はまさにここにある。すなわち，

マレーシアの独立が具体化された 1946年から 23

年経った 1969年に「人種暴動」が起きたのはなぜ

かという点である。

多民族国家として出発したマレーシアにおいて

は，国家の存在そのものを脅かすような人種暴動

が発生する危険性が常に内在している。しかし，

人種暴動が発生するまでに 23年間という時聞が

存在する。したがって r人種暴動」を23年間の

国民国家化の一つの帰結として扱いたい。そして，

その発生要因を明らかにする手掛かりとして言語

政策を取りあげたい。それは，ペネディクト・ア

ンダーソン (BenedictAnderson)が述べる「特定

の連帯を構築する」という言語の能力円また，言

語の持つコミュニケーションの媒介あるいはネー

ション (nation)の象徴的指標(9)という機能故に，

言語政策が国民統合政策において中核的な位置を

占めているからである。また，過去の分析におい

ても，暴動の発生要因としてマレ一人の経済的な

劣位と 1967年の国語法に対する非マレー人の不

満はほぼ共通見解になっている。しかし，言語政
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策に焦点をあて，暴動の構造的要因を明らかにし

たものはあまりない。これらが言語政策を取りあ

げる動機である。マレーシアのように言語の全く

異なる民族から成る多民族国家において，言語政

策とそれに対する住民の反応を辿ることは，コ

ミュナルな感情が発露した「人種暴動」の構造的

要因を探る土で一定の示唆を与えてくれるだろ

フ。

「人種暴動」に関しては，これまで多くの分析が

なされてきた。それらは，およそ 2種類に大別で

きる。それは，第1にマレーシアの政治制度や統

治スタイルに焦点をあてたものと，第2に国民統

合論やエスニシティー論の立場から論じたもので

ある。これらは必ずしも別個に分離できるもので

はなしむしろ互いに補完する関係にある O では，

代表的なものをいくつか挙げたい。

まず第1の研究として，カール・フォン・フォー

リス (Karlvon V orys)は， 1957年の独立から

1969年「人種暴動」後の非常事態宣言の解除まで

の聞を「合意(consensus)なき民主制」と結論付

け，コミュナルな分裂構造を内在する国家おいて

政治的安定性を保つことの困難さを主張しつつ，

民主制そのものを問い直している(川。また，ミル

トン・エスマン (Milton]. Esman)は， 1969年

までの指導者の統治スタイルを「危険回避モデル

(avoidance modeD Jと名付け，意図的にコミュナ

ノレな問題を避けるスタイルがもはや適用しなり，

暴動後積極的にコミュナルな問題に対処する「指

導モデル (guidancemodeD Jに転換したと述べて

いる(11)

第 2の研究に関して，ジェームズ・オンギリ

(James P. Ongkili)は，暴動が多民族国家におい

て最大の問題であるコミュナリズム (Com-

munalism)を克服し共通の国民意識 (National

Consciousness)をつくる過程で発生したもので

あり，人種暴動がその試みに対する挑戦であると

述べている(1九但し，彼は，マレーシアの国民統

合において「人種暴動」を克服すべきコミュナリ

ズムと捉えることで，その要因をマレー人と非マ

レ一人の聞の社会・経済的不均衡に帰結していま
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い，そこに見られる構造的な要因を見逃している。

また，パジル(R.K.Vasil)は，1963年のシンガポー

ル合併から暴動までをマレ一人の政治的優位に対

する非マレ一人の挑戦と捉え論じている(日)。

邦語文献に関しては，長井信ーのものが代表的

で，特に政治団体や政党に焦点をあてることに

よって，暴動を歴史的な文脈から論じている(1九

また，河部利夫は，マレーシアにおける中国人社

会の構造から人種暴動の構図を分析し，暴動が各

民族の母語教育を受けた者によって起きたもので

あることを明らかにした上で，各民族を接着する

中間項としての英語教育の重要性を言及してい

る(15)。

注

(1) Straits Times， 14 May， 1969. Karl von 

V orys， Democracy without Consensus Prin-

ceton University Press， Princeton， 1975， PP 

335-336; ]ohn Slimming， Malaysia -Death of 

a Democracy-]ohn Murray， London， 1969， 

P33. 

(2) いわゆる中国系マレーシア人のことである。

かつては華僑と呼ばれ，現在はそれぞれの国の

市民権と国籍を持った者として華人と呼ばれて

いる。それは I僑」が仮の住まいという意味を

持つため，既に定住化した華僑を華人と呼ぶ、の

である。しかし，本稿では華人となる以前のこ

とも含むため，便宜的に華僑も華人も中国人と

記す。なお，本稿では，中国人を中国語を話す

民族という意味でト使っている。この時，中国語

とは，中国人にとっての共通語である北京語

(Mandarin)である。中国系移民は出身地に

よって使用する言語が全く異なるので，中国人

と一括してしまうことは誤解を招く。しかし，

マラヤにおいてはマレ一人やインド人など他の

民族が存在するので，彼らとの相対的な区別の

中で，ある程度共通'1生を持ったものとして中国

人と呼ぶ。

(3) パラン，クリスというのは共にマレ一民族に

伝統的なナイフで，前者の長さがだいたい 20



cmから 30cmで後者が約20cmである。

(4)萩原宣之~マレーシア政治論複合社会の政

治力学一』弘文堂， 1989， 215頁。

(5) 政府の公式発表では死者178名となっている

が，多くの論文がこの数字を少な過ぎると批判

している。放火によって燃えてしまったものや

川に投げ捨てられてしまったものが多数存在す

るため，正確な数は把握できないのであるが，

ここでは JohnSlimming， op. cit.， P48.の説を

とった。

(6) Ibid.， P36. 

(7) この点に関して， 1948年から 1960年のマラ

ヤ共産党による反英武力闘争を見逃してはいけ

ない。この闘争によって多くの人命が奪われた。

マラヤ共産党による闘争がマレーシアの独立国

家化に大きな影響を与えたことは疑問の余地が

ないが，国民国家化の過程でマレーシア国家の

存在を揺るがすものであったかという点に鑑み

れば I人種暴動」と同等に扱うべきか疑問が残

る。しかし，いずれにせよ，マレーシアの国民

国家化の過程で共産党の闘争をどう位置付ける

かは検証するべき課題である。

(8) ベネディクト・アンダーソン~想像の共同

体 ナショナリズムの起源と流行一』リブロ

ポート， 1987， 219頁。

(9) 佐藤成基 Iネーション・ナショナリズム・エ

スニシティーJ ~思想~ no.854 1995年8月号，

103頁以下。

(10) Karl von Vorys， op. cit... 

(1u Milton J. Esman， Administratin and Devel-

opment in Malaysia Cornell University Press， 

1972. 

(12) J ames P. Ongkili， N ation-building in 

Malaya 1946-1974 University of Malaya 

Press，kuala Lumpur (以下K.L.) 1965. 

(13) R. K. Vasil， Etnic Politics in Malaysia 

Radianc Publishers， New Delhi， 1980. 

(14) 長井信一~現代マレーシア政治研究』アジア
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第 1章言語政

一般的に言語政策において重要となるのは，国

語の制定と普及である。国語の普及という点で，

言語政策は公教育制度の設立，すなわち教育政策

と一体不離の関係にある。特にマラヤにおいては，

植民地主義の遺産である分裂した学校体系を統一

し，マラヤ国民を育成する教育体系を設立するこ

とが第一の目的であった。そのため，国語を普及

する段階において国語教育をどうするか，また各

民族の母語教育をどうするかが大きな問題となっ

た。つまり，国語と教育用語の問題である。

また，マラヤのような多言語社会において，も

う一つ重要となるのが公用語の問題である。つま

り，公的な場で国語以外の言語がどのくらい使用

できるのか，という問題である。以上のように，

言語政策をめぐる問題においては国語，教育用語，

公用語の3点に分類することができる。したがっ

て，本章においてもマレーシアの言語政策につい

て国語，教育用語，公用語の3点を中心に分析す

るo また分析するにあたり，各教育令や言語に関

する法令や憲法と，それらの基礎となった様々な

委員会の報告書を中心に見ていく。

第 1節国語

1957年マラヤの独立と共に制定された連邦憲

法の第 152条第 l項は Iマレー語を連邦の国語

(N ational Language)とする」と明記している(1)。

しかし，言語政策はマラヤ連邦が成立した時点か

ら始まっており，中でも，その後の言語政策に重

要な影響を与えた報告書は， 1951年に出された

ノてーンズ・レポート (BarnesReport)である。

パーンズ・レポートは 1951年に設置されたマ

レ一人教育に関する委員会が作成したもので，そ

のメンバーはオックスフォード大学の社会教育の

教授 (Directorof Social Training)であるノてー

ンズ(L.J， Barnes)委員長と 9人のマレー人と 5

人のヨーロッパ人から成っていた(2)。
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パーンズ・レポートは主に教育改革について提

言しており，その内容は.'(1) 今までの分裂した

学校教育制度を廃止し，全ての民族の子弟に共通

した単一の初等学校である国民学校 (National

SchooOを設立する.(2) 初等教育において生徒

は英語とマレー語で教育を受ける.(3) 中等学校

の教育用語を英語とする」というものであった日)。

また，マレ一語と英語を中心とした学校教育制度

の確立を勧告した上で，仮に中国人，インド人そ

の他の非マレー人共同体が公教育制度とは独立し

た自分たち自身の初等教育を作るならこの枠組み

は著しく弱められよう」と主張し，中国語・タミ

ル語学校の存続は公教育制度内では望ましくない

とされた(4)。

しかし，中国語とタミル語の公教育制度からの

排除を主張する同レポートは当然ながら，非マ

レ一人特に中国人の強い反発を招いた。同レポー

トに対する強い批判に対して，英政府は彼らの主

張を聴取し，中国語教育を調査するために委員会

を設置した。委員会の責任者として，アメリカ人

で台湾の高等教育機関の評議会副事務局長である

ウィリアム・ブェン(Dr.William P. Fenn) と国

連職員であるウー・テヤオ (Dr.Wu Teh-Yao) 

が招かれた(5)0 1951年5月に発表されたこの委員

会の報告書は，彼らの名を取ってフェンニウー・

レポート (Fenn-WuReport) と呼ばれた。

ブェンニウー・レポートは，独立国民国家とし

て今後発展していくマラヤの国民文化について

「住民が様々な集団によって構成されているマラ

ヤ連邦は，それぞれが他の文化の持つ価値を認め

ることによって国民文化の正当性 (validity)を高

めていくような国にすべきである }6)と述べると

共に，パーンズ・レポートの提言が中国人をマラ

ヤ連邦の住民よりはマレ一人にすることを意味す

る「マラヤ化政策 (MalayanizedPolicy) }7)に過

ぎないとして同レポートを批判した。フェン二

ウー・レポートは，言語政策に何らかの具体的な

影響を与えることはなかったが，言語政策に対す

る非マレ一人の批判を明確に示し，その後の反対

運動の主張に指針を与えた点で重要なレポートと
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いえる。

ノfーンズ・レポートが発表された時点でマレ一

語を国語にするということは明確に示されたわけ

ではない。しかし，パーンズ・レポートが提言し

た，マラヤの複合社会を克服し統一されたマラヤ

社会を建設するためのマレー語を中心とした教育

制度確立の重視，という理念はその後の言語政策

に受け継がれていく。

マレー語を国語とすると決定し提言したのは，

教育制度に関する調査と報告のために設置された

ラザク委員会によるレポート (RazakReport)と，

憲法草案を起草するために設置されたリード委員

会 (ReidConstitution Commission)である。

ラザク・レポートは，独立に先立つて 1955年に

初めて行われた連邦立法評議会の選挙後設置され

た.UMNO主導の連合党政権の教育相ラザクを

議長とする，教育制度の改善の関する調査と報告

を求めるための委員会が翌年に発表したものであ

る(8)。同レポートは，マレー語が実質的に国語に位

置付けられるためには，パーンズ・レポートの主

張した国民学校の設立が必要であると提言し(刊

そしてその後，ラザ、ク・レポートの提言は 1957年

に発布された教育令 (EducationOrdinance)とし

て具体化されるのである。

一方，リード委員会は.1955年の連邦立法評議

会の選挙で連合党が52議席中51議席を獲得する

という圧倒的強さで勝利を得た後に行われた英政

府とマラヤ政府間の独立の最終交渉の場で設置す

ることが決められた独立に向けた新憲法作成のた

めの憲法起草委員会で，委員長にはイギリス人の

リード卿 (LordReid)が英政府によって選ばれ，

他のメンバーもマラヤ人以外の人が選ばれ

た(1九リード委員会は，全ての州で聴閉会を聞き，

そして様々な方面から得た 131の文書を含む膨大

な量の証言を集めた。委員会がその中で最も重要

視したのが，連合党とマラヤ政府によって提出さ

れた書類であった。その理由は，連合党が連邦・

州評議会選挙の結果において圧倒的多数を占めて

いることと，連合党がマレ一人・中国人・インド

人の 3つのコミュナルな政治組織で構成されてい



るためであった。こうした経緯の後， 1957年2月

に公表されたリード委員会の報告書では，マレー

語を国語とすることが提案された。しかし，同時

に10年間あるいはそれ以上の期間，英語を公用語

とし，中国語とタミル語が議会と州議会で使用さ

れることを条件としたい~

ともあれ，マラヤは独立に先立つてマレー語を

国語とすることを決定した。しかし，国語問題に

関して重要なことは，マレー語を国語とすること

に対して反対するものはほとんどいなかったとい

うことである。それは， 1967年3月2日の議会に

おける初代首相のラーマンの演説にもみてとれ

る。「この国語の問題は，政府側であれ野党側であ

れ，政党，団体，組織，個人など，あらゆるコミュ

ニティのセクションの聞で多くの論争や折衝を生

んだテーマであった。しかしながら，私の印象で

は，論争の中でマレ一語がこの国の国語となるこ

と自体に反対する人はいなかった。}12)つまり，言

語問題はマラヤの政治の舞台における大きな問題

の一つであったが，ナショナル・アイデンティティ

を象徴する国語としての役割をマレ一語が担うこ

とに対して，マレー人も非マレー人も反対の声を

上げることはなかった。むしろ，言語問題におい

て論争となるのは公用語と教育用語に関してで

あった。

第2節教育用語

前節でみたように，マラヤ連邦憲法第152条第

1項はマレー語を国語とすると規定しているが，

同条には但書きとして第 I項a'何人も他のいか

なる言語を(公用以外の用途で)用い，教え，ま

たは学ぶ、ことを禁じられ，もしくは妨げられない」

且つ b 'この条項は，マラヤ連邦のいかなる言語

についても，連邦政府もしくは州政府がその使

用・学習を保護し，支持する権利を有することを

損うものでない}13)と明記され，少なくとも公用

以外であれば何語であれ，学び，使う自由が保証

されている。では，マレ一語，英語，中国語，タ

ミル語は，それぞれ学校教育の場でどのように扱

われたのか。また，各民族の母語学校と英語学校

マレーシアにおける国民統合

はマラヤ政府の言語政策の下どのように統合され

ていったのか。言語政策との関連で教育用語を中

心に検討したい。

マラヤ連邦の成立後，マラヤでは独立にむけて

マラヤ人としての共通のナショナリティ(com-

mon nationality)を創出し，複合社会をいかにし

て統一された社会に再構成するかが最大の課題と

なっていた。そして，その課題を達成するために，

言語政策においてまずマラヤのナショナル・アイ

デンティティを象徴するものとして国語が設定さ

れた。次に国語の普及が求められ，その手段とし

て国民教育制度の確立が急がれた。そして，教育

制度改革が本格的に始まるのは， 1957年に発布さ

れる教育令であり，またその基礎となった 1956年

に発表されたラザク・レポートであった。この教

育令によってマラヤの教育制度は初めて国家規模

で体系化された。

ラザク・レポートは，マレー語を国語とすると

明言すると共に，漸進的に取り入れられるべきで

あることを認識しつつも，教育政策の最終的な目

的がすべての民族の子弟を国語すなわちマレ一語

を教育用語とする国民教育制度のもとに置くこと

であると述べている(14)。特に教育用語と国民教育

制度に関して，報告書は'(1) 学校を私立と政府

立の 2つのタイプに区別し，後者について州立と

連邦立の学校は同様に扱われる， (2) 現行の初等

学校はマレー語を教育用語とする標準学校 (stan-

dard school)と中国語・タミル語・英語を教育用

語とする標準型学校(standard-typeschoollに転

換され，すべての教師は同じ訓練を受ける，(3) マ

レー語と英語はすべての初等・中等学校で必修科

目とする，但し他の言語による教育は必要な時に

行われる，(4) 政府立の中等学校(nationalsecon-

dary school)は 1つのタイプとし，それは競争試

験により全ての民族に聞かれており，そして固に

存在する全ての言語と文化の学習を認めながら共

通の教育内容と柔軟性のあるカリキュラムを持

ち，教育用語の多様性に備える， (5) あらゆる学

校に国民指導 (nationalorientation)と共通の時

間割を持った共通内容のシラパスを導入する }15)
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と勧告し，マレ一語を教育用語の中心に置くこと

を明確に打ち出し，かつ，その方向性に対して具

体的な施策を示した。上の(2)にみられるように，

一方で標準型学校を設置し漸進的な手法が用いら

れたが，他方で標準型初等学校を標準学校への移

行途中と位置付け，少なくとも将来的には私立以

外の全ての国民学校でマレー語が教育用語となる

ことが明確になったのである。さらに，同レポー

トは，学校教育に関する勧告のほかに，国語とし

て適度な水準をもったマレ一語の習得を普及させ

るための動機と報酬が必要であるとして，中学校

の入学試験や政府職員採用試験でマレー語を必修

科目にすることや公的資金による奨学金給付にマ

レ一語学習を必要条件とするなどの政策の導入を

勧告した(16)。こうした同レポートの勧告は， 1957 

年に制定された教育令に取り入れられ，マラヤの

教育制度の方向性を決定づけた。そして，更にこ

うした教育の「マラヤ化」を押し進めたのが， 1960 

年に発表されたラーマン・タリブ・レポートであ

る。

1959年の第2団連邦議会選挙後，マラヤ政府は

教育相であるラーマン・タリブ (AbdulRahman 

bin Talib)を議長とした教育再検討委員会 CEdu-

cation Review Committee)を設置した。この委

員会の目的は， 1957年の教育令の下で実施されて

いる教育政策を再検討するというものであった。

同レポートは 1961年に新教育令として発布され

るが，ここで新しく取り入れられた重要な政策は，

(1)それまで政府から補助金を受けていた中国語の

中学校はマレー語か英語を教育用語とする国民型

中学校 (National~Type Secondary SchooI)へ

の転換を条件に政府からの財政的援助の対象とな

ることと， (2)中学卒業時に実施される全国統一試

験の使用言語を公用語であるマレ一語と英語に限

定し，中国語による試験は廃止するというもので

あるい九これによって，マレ一語と英語以外，つ

まり中国語とタミル語を教育用語とする中学校は

政府による財政援助を受けられなくなったのであ

る。こうして実行された政策の結果， 69校のうち

42校の中国語中学校が英語中学校に，17校が中国
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語私立中学校に転換した(1ヘ

以上のように，マラヤ政府はマレ一語以外の言

語による教育をある程度認めるが，マレー語を中

心的な教育用語とした国民教育制度の確立を目指

していた。標準型学校，つまりのちの国民型学校

の設置は，マレ一語を母語としないマラヤ国民に

国語であるマレ一語を習得させる時間を与えるた

めの措置であったのであれフェン二ウー・レポー

トの危倶した「マラヤイ七」政策は着実に進行した

のである。

第3節公用語

ここでの問題は，マレー語以外の言語が国家内

においてどのように位置付けられるか，というこ

とである。つまり，各民族の母語である中国語，

タミル語とエリートの共通言語である英語はマ

レー語と同様に公用語としての地位を認められる

のかということである。

連邦憲法第152条第2項において r第1項の規

定に拘らず，独立の日より 10年の期間または国会

が定める時まで，上下両院，各州、|の立法府におい

ておよびその他すべての公用に，英語が使用され

てよい}19)と記されている。また，同様に第3項，

第4項，第5項において，議会で提案される法案，

法令や裁判所における訴訟手続きなどで英語の使

用を上と同じ条件で認めている(2九しかし，第2

節で見たように第1項において，公用で英語以外

の他の言語を使用することは認められていない。

リ~ド委員会の報告書は独立後一定の期間中国語

とタミル語が議会など公用の場で使用されること

を勧告したが，最終的に起草された憲法は英語以

外の言語を公用語として認めなかった。

中国語とタミル語が公用語としての地位を獲得

できなかった理由は独立憲法が制定される過程に

見ることができる。結論から言えば，憲法第152条

の規定は，連合党の構成党である UMNO，MCA， 

MIC各党のリーダーたちによる妥協と取り引き

の結果であった。

1955年の連邦立法評議会選挙後，リード委員会に

提出する報告書の作成と，マレ一語を国語とする



が同時に多言語主義の原則を勧告するリード委員

会の報告書の修正を通して，憲法問題に関して

UMNO， MCA， MIC各党のリーダーによる交渉

が行われた。この時，三党間で大きな問題となっ

たのが(1) 市民権， (2) マレ一人の特権 (special

rights) (2九(3) 言語の 3点であった。この 3点に

関して各政党の主張を見てみると， UMNOの主

張は'(1) 出生地主義を原則とした市民権の適用

は認められない (2) 土地の子であるマレ一人は

無条件に永久に特権を持つ (3) マレ一語は唯一

の国語であり公用語である }22)であるのに対し

て， MCA-MICは'(1)出生地主義の原則が採用さ

れ，かつ，市民権取得要件を緩和する (2) 民族

に関係なく全マラヤ市民は平等な政治的，経済的，

文化的権利を持つ (3) マレ一語と共に中国語，

タミル語，英語を公用語とし，立法，行政など公

用の場において多言語主義を採用する」附と主張

した。長い交渉の末， UMNOが市民権の要求を認

めその代わりに MCA，MICはマレー人の特権と

言語を認めたのであるが，特に言語に関して，中

国語とタミ/レ語は公用語と認められないが英語を

公用語とし，中国語とタミル語の限定的な公的使

用と学習の自由が認められたのである。つまり，

UMNOは非マレ一人に市民権を拡大する代わり

に特権と母語の国語・公用語としての地位を獲得

し，他方， MCAとMICはマレ一人の特権を認め

母語の公用語としての地位を放棄する代わりに英

語の公用語としての地位とマラヤにおける自分た

ちの市民権を得たのである。

しかし，公用語の地位をめぐる問題は解決され

たわけではなかった。この問題が再燃するのは，

憲法に定められた 10年後の 1967年9月1日に国

語法 (NationalLanguage Actlが発布された時

であった。

1967年3月11日に上院を通過し成立した国語

法案は全文8条と付帯説明からなるもの で，そ

の内容は憲法で定められた条項と変わるところは

なかった。確かに同法第1条と第2条で国語であ

るマレ一語が唯一の公用語であると語い英語を補

助的な地位としているが，他の条項において英語

マレーシアにおける国民統合

の使用継続と政府刊行物の翻訳など中国語とタミ

ル語の限定的な使用を認めたのである (24)。マレ一

語を唯一の公用語と決定したものの，実質的には

英語に公用語としての地位を与え，中国語とタミ

ル語の限定的な公的使用を認めたのである。

では，なぜ同法は英語の使用を限定しマレー語

の実質的な公用語としての地位を強化しなかった

のか。その理由として次の 2点が挙げられる。

第 1に，公用の場におけるコミュニケーションの

媒介としての英語の機能的価値が変わらなかった

ことである。議会，行政，裁判所で使用される言

語は，相変わらず英語もしくは英語・マレー語の

二言語併用であり，ほとんど例外なく法律は英語

で書かれていた(向。また，国語の普及に関して言

えば，確かにマレ一語教育制度は急速に進展した

が，それによってマラヤ市民の国語教育に対する

欲求が急増することはなしむしろ，高等教育へ

進む道が聞かれたことにより市民の英語教育熱が

高まった(2九これらの状況が起きる要因は言語自

体の持つ価値に見出すことができる。つまり，英

語とマレ一語がそれぞれ持つ価値で、ある。マラヤ

では植民地時代から英語学校を卒業した少数の

人々が常に社会のエリートであったという状況か

らもわかるように，英語には社会的・経済的な価

値が付随していた。マラヤの人々にとって，英語

は植民地主義の象徴であると同時に，特権(privi-

lege)と繁栄 (prosperity) と近代 (modernity)

の象徴でもあったのである (27)。他方，マレ一語は

国語となりマラヤ国家の象徴となったが，それ以

上でもそれ以下でもなかった。更にマレ一語は言

語として未成熟であった。 1950年代半ばまでマ

レ一語教育は初等レベルにとどまるものであり，

必然的にマレ一語は議会，役所，裁判所など高度

なコミュニケーションの必要な場における伝達媒

介として十分に機能する言語ではなかった。政府

はマレー語の未成熟さを克服するため， 1956年言

語文芸開発庁 (DewanBahasa dan Pustka， Lan-

guage and Literary Agency)を設立し 10年間に

専門用語を中心に 7万1，000語にのぼる新語を造

り語棄の充実をはかると共に，現代標準マレ一語
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文法の整備確立に努めた(2九しかし，近代的な公

用語としてのマレー語を 10年間で確立すること

はできなかった。その結果，公用語としての英語

の地位を実質的に弱めることは効率の面からみて

も不可能な状況にあったのである。

第2に， 1966年から 1967年にかけての政治状

況，特に連合党の MCA内の混乱が挙げられる。

1967年が近づくにつれて，マレー語を中心にした

言語政策が強化され英語や母語の使用が禁止され

るのではないかという不安が非マレ一人に広がっ

ていた。そうした状況のなかで， 1966年 10月に

MCAのペナン支部が中国語を公用語として園内

で広く使用できるように求める決議案を採択する

など， MCAの青年部を中心に中国語の公用語化

を要求する動きが目立つようになった(2九青年部

や支部の動きに対して， MCAのリーダーたちは

これらの強硬派を抑えるために各地の MCA支部

をまわるとともに，青年部の副議長であり同時に

連邦中国語学校教員組合 (Federation Chinese 

School Teachers' Association)の議長であった

シム・モウユ (SimMow Yu)を除名するなどし

て事態の鎮静化に努めた(3九 MCAリーダーたち

ゃ政府の対応の結果，暴動など大きな混乱に発展

することはなく，事態は収拾した。こうした状況

の中で国語法が施行されたのである。

以上のように，マレ一語は与党内の妥協と取り

引きの結果，公用語の地位を獲得した。しかし，

市民権が拡大されマレ一語を母語としない非マ

レ一系マラヤ市民が増大する状況の中で，政府は

現実的で、漸進的な言語政策を取らざるを得なかっ

た。一方，中国語やタミル語は公用語の地位を獲

得できなかった。このことは，英語が堪能ではな

い多数の非マレ一人に対して，多言語主義を否定

した政策が最終的に自分たちの文化や慣習を排除

する意図を持つものではないかという不安を与え

たのである。

この章では，マラヤの言語政策がどのように施

行されてきたのかを見てきた。マラヤの言語政策

は，人目的に無視できない非マレ一人の母語の扱
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いをめぐって現実的で漸進的に進められたが，国

語であるマレー語を強化する方向で進められたこ

とは明らかであった。

しかし，国民統合の観点から，マラヤの言語政

策は非マレー人をマレー・アイデンティティーへ

と同化させる方向に進んでいたということができ

るのではなかろうか。すなわち，それは，マレ一

人が数的・政治的に優位な位置にあるという状況

の中で，マレ一語の国語・教育用語・公用語とし

ての地位を確立し制度化することを通して，非マ

レ一人をマレ一人の価値観ないし社会的規範に導

こうとする「マラヤイ七」政策であったのである。

言語というー側面からのみ断言することはでき

ないが，少なくとも大部分の非マレー人はそのよ

うに受け取った。では，マレー・ナショナリズム(31)

を反映した言語政策に対して，非マレー人，特に

中国人はどのように反応したのか。

(1) F. A. Trindade and H. P. Lee， The Consti-

tution of Malaysia Oxford University Press， 

1986， P9. 

(2) J. P. Ongkili， op. cit.， P107. 

(3) 野津隆志 Iマレーシアにおける言語政策と言

語問題J W教育制度研究』第14・15合併号，教

育制度研究会，昭和57年 11月， 31頁。

(4) 同上。

(5) Asmah Haji Omar， Language Planning For 

Unity And Efficiency Penerbit Universiti 

Malaya， K. L.， 1979， P51. 

(6) K. J. Ratnam， Communalism and the Politi-

cal Process in Malaya University of Malaya 

Press， 1965， P137. 

(7) 野津，前掲論文， 34頁。

(8) J. P. Ongkili， op. cit.， P110. 

(9) Chai hon-Chan， Education and nation 

building in plural societies The Australian 

N ational University， Canberra， 1977， P23. 

(10) 他のメンパーは，オーストラリア，パキスタ

ン，インド，イギリスから一人ずつが選ばれ，

計5人で構成された。 Ibid.，P173. 



(1D Ibid.， P179. 

(12) Asmah Haji Omar， op. cit.， P13. 

(13) K. J. Ratnam， op. cit， PP131-132 

(14) Chai Hon-Chan， op. cit.， P24. 

(15) Ibid.， PP24-25. 

(16) K. J. Ratnam， op. cit.， P128.野津，前掲論

文.33頁。

(17) J. P. Ongkili， op. cit.， P11l.金子芳樹，-多民

族国家マレーシアにおける華人政治 60年代

における保守体制の構造とその政治路線一JW松

坂政経研究』第四巻第1号，平成4年.114頁。

ここで使われた国民型学校とは，ラザク・レポー

トで使われた標準型学校と同じである。呼称を

変えたに過ぎない。

(18) Richard Mead， Malaysia's N ational Lan-

guage Policy and the Legal System Yale 

University Southeast Asia Studies， New 

Haven， 1988， P33. 

(19) Asmah Haji Omar， op. cit.， P27. 

(20) Ibid.， P27. 

(叫 マレ一人の特権に関して，憲法において次の

4点に関してマレ一人は優遇されるとなってい

る。a:優先的に土地を割り当てる②公務員採用

におけるクォーター制(マレ一系 4に対し非マ

レ一系 1の割合とする)③特定のビジネスの許

認可におけるクォーター制④奨学金など教育に

関する育英制度におけるマレー系の優先(K.]. 

Ratnam， op. cit.， PP 107-108.) 

(22) Heng Pek Koon， Chinese Politics in 

Malaysia Oxford University Press， 1988， 

P223. 

(23) Ibid.， P224. 

(24) Margaret Roff，“The Politocal of Lan-

guage in Malaya" ASIAN SURVEY vol.VII， 

no.5， May 1967， P325.; Asmah Haji Omar， op. 

cit.， PP28-29.河部利夫，-マラヤ華僑と言語の

問題J W東南アジア華僑社会変動論』アジア経済

研究所.1972. 216頁以下。

(25) Margaret， op. cit.， P322.; Asmah Haji 

Omar， op. cit.， P28. 

マレーシアにおける国民統合

(26) Margaret， op. cit.， P322. 

(幻) Richard Mead， op. cit， P23 

(28) Asmah Haji Omar， op. cit.， P39河部，前掲

論文「マラヤ華僑と言語問題J. 213頁以下。

(29) Margaret， op. cit.， P323. 

(30) Ibid.， PP323-324 

(3D 本稿では，ナショナリズムを「マレーシアの

国民(nation)は誰かを問う政治的主張と定義す

る。

第2輩 言語政策に対する反対運動

この章では，前章で見た言語政策に対して非マ

レ一人がどのような反応を示したのかを検討す

る。そして.1950年代から 1969年まで言語政策に

対する反対運動がどのように展開したのかを見

る。

第l節 MCA内の反対運動

この節では，中国人与党である MCAを中心に

言語問題に対する非マレ一人，特に中国人の対応

を検討したい。中国人の反対運動を見る前に，中

国人コミュニティーの構造を検討しなげればなら

ない。中国人社会は必ずしも一枚岩ではなく，彼

らの社会構造が明らかになることによって，反対

運動の主体もより鮮明になるはずである。

マラヤの中国人コミュニティーはその社会的影

響力から勘案すれば，主に 2種類のグループに大

別することができる。それは「英語教育派」と「中

国語教育派」である。英語教育派の特徴として，

英語教育のもとで西洋的思考と生活様式を身につ

けることによって，中国的なるもの(Chineseness) 

が希薄となった性格であることが挙げられる。ま

た，英語教育派には「パパ・チャイニーズ(Baba

Chinese) }l)も含まれる。 MCAの初代会長タン・

チェンロック (TanCheng Lock.陳禎禄).第2

代会長リム・チョンユ (LimChong Eu.林蒼祐). 

第3代会長でタン・チェンロックの息子であるタ

ン・シュウシン (TanSiew Sin.陳修信)はパパ・

チャイニーズであった(九一方，中国語教育派は，

中国語教育を受け概して中国人コミュニティーの
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中で社会化することで，中国的伝統，文化，慣習

への執着を強く残したものということができ

る(3)。

こうした中国人コミュニティーの構造は MCA

の政治構造にも反映している。 MCAは， 1948年

6月に非常事態が宣言されマラヤ共産党が非合法

化された後，イギリス植民地政府の支援の下，海

峡植民地とマレ一連邦州の立法評議会の中国人評

議員であった英語教育派と様々な中国人組織の

リーダーであった中国語教育派が反共産主義と独

立を共通目的に，中国人社会を広く代表する包括

的な中国人政治団体として結成された政党であっ

たへその中で， MCAの権力構造は，英語教育派

が国政において主導的立場に立つと同時に党の政

策決定において権限を持つのに対して，中国語教

育派が地方の中国人社会のリーダーという立場の

もと英語教育派と草の根レベルにいる大衆の聞の

仲介者として，英語教育派の副次的な位置に存在

するというものであった。

以上のような構造を持つ中国人コミュニティー

において，反対運動は 1950年代から 1960年代に

かけてどのように展開されたのであろうか。結論

から言えば，それは MCA内の分裂と MCAに対

する中国人の支持の低下を招きながら展開された

のである。

反対運動は基本的に常に何らかの形で存在し続

けるのであるが， 50年代60年代における言語問

題に対する批判や反対運動には 4つのピークが

あった。第 1はパーンズ・レポートが公表された

時期であり，第2は憲法草案の交渉が行われた時

期であり，第 3はタリブ・レポートが発表され

1961年に新教育令が制定された時期であり，第4

は1967年の国語法が成立する前後の時期である。

第 1のピークについては，前章でフェン=ウー・

レポートを見たのでここでは省略する。まず，第

2のピークから見てみたい。

憲法特別調査委員会がイギリス政府によって設

置され， 1956年4月に憲法に関する最終的な交渉

が始まった時， MCAの代表団が党の総会で党と

中国人コミュニティーを代表して最終的な決定を
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下す委任を得ていたにもかかわらず， MCAの中

国語教育派のリーダー達は英語教育派で構成され

た代表団に対して疑問を抱いていた。そして，同

年4月27日，党内の中国語教育派の中でも「ビッ

グ・フォー(BigFour) J と呼ばれていた，ペラ州

MCAの設立者・元会長であったロウ・パクカーン

(Lau Pak Khuan) らカ雪中心となってクアラルン

プールで集会を聞き，出生地主義の原則に基づく

市民権の適用・平等な権利・中国語の公用語化の

要求書を作成すると共に，中国人組合組織代表会

5義 (Council of Representatives of Chinese 

Guilds and Associations， GRCGA)を結成した(5)。

この集会は，約400の中国人組織の代表者約900

人が参加する大規模なものであった。GRCGAは，

ラーマンを団長としてロンドンに派遣された独立

交渉団と別に，ロンドンに独自の代表団を送りイ

ギリス政府と直接交渉しようと試みた。しかし，

UMNOとMCAの他のリーダーたちは彼らを激

しく批判し，イギリス政府も彼らと交渉すること

はなかった。その結果，実効力を失った GRCGA

は団体内の組織と民衆の支持を失い，解散した。

このような憲法問題に関する動きとは別に，

1956年8月にラザク・レポートが発表された直

後，中国語学校の教師から激しい反対運動が展開

された。中でも，その中心は統一中国語学校教員

組合 (UnitedChinese School Teachers Associa-

tion)であった。当時の状況について，翌年教育相

に就任したキール・ジョハリ (KhirJ oharilは「私

が大臣に就任した時，私の部屋は軍隊の将軍の部

屋のようであった。つまり，全国に渡る学校のス

トライキや暴動の場所を示すピンの指しである地

図と表があったのである }6)と述べている。彼らの

要求は，中国語の公用語化と中国語中等学校に対

する財政援助の2点であった。

反対運動の第 2のピークに見られるように，

MCAの中国語教育派と中国語学校の教員こそが

言語政策に対する反対運動の中心的な担い手とな

るのである。

しかし，この時期の反対運動は依然として散発

的であり全国的に拡大することはなかった。その



第 1の要因は，憲法交渉において，市民権の要求

が認められマラヤ国内での経済活動の自由が保証

されたためであった。更に第2の要因として，こ

れらの運動がいずれも独立以前であったというこ

とが挙げられる。MCAは，マラヤの独立を共通目

的として設立された政党であり，マラヤ連邦の独

立の達成という共通の目標を前に，人々は園内の

民族聞の緊張を意図的に抑えると同時に，来たる

べき未来に対して楽観的でさえあったのである。

しかし，このことは独立が達成された後に訪れる

であろう状況を暗示していた。中国語の公用語化

要求運動と MCA内の混乱は，独立後に激しく展

開するのである。

独立後，英語教育派の中から， UMNOと対等な

立場で中国人の利益をより強く擁護すべきである

と主張するグループが出現した。ペナンのパパ・

チャイニ)ズであるリム・チュンユらを中心とし

た改革派である(九 1958年3月の党内役員選挙で

リム・チュンユがタン・チェンロックを破り第2

代会長に就任すると， MCAは徐々に連合党の協

議の場において強硬な主張をするようになった。

特に言語問題に関して，中国教育派である中国語

教員組合などとの提携を強めるようになった。

1959年7月，リムはラーマン首相に私的な手紙を

送った。それは，その年行われる連邦議会選挙で

それまでより多い 40議席を MCAに割り当てる

ことと中国語の公用語化を要求するもので，もし

この要求が認められないなら， MCAは独自に選

挙に臨むと主張するものであった。ラーマンはこ

れを激しく批判し， MCAがこれらの要求を撤回

しないのであれば，連合党は MCAなしで選挙を

戦うと警告した。 UMNOの激しい反応に対し，

MCAは中央執行委員会で採決を行い，89対80の

僅差でラーマンの要求に応じることを決定した。

その結果，リムと主な改革派グループは党をやめ，

保守的な英語教育派であるタン・シュウシンが第

3代会長に就任したのである。最終的に，多くの

執行委員は， MCAが連合党政府に残り経済政策

に直接携わることによって，自分たちの経済的利

益を保護することを選んだのである。しかし，こ

マレーシアにおける国民統合

の一連の混乱は， MCAに対する中国人の支持を

減らす結果となった。 1959年の連邦議会選挙で

MCAは，ペラ州、|やセランゴー/レ州など中国人の

多い地域で，非マレ一人の平等な権利と各民族母

語の公用語化を求める人民進歩党 (People Pro-

gressive Party， PPP)や社会主義戦線 (Social

Front， SF)など非マレー系野党に敗れるのであ

る(8)。

MCAの分裂の直後，中国語教育をマレ一語中

心の教育体制の中へ同化させる方向付けを明確に

示したラーマン・タリブ・レポートが発表され，

1961年，このレポートを基礎にした新教育令が発

布された。これが第3のピークである。

タリブ・レポートと新教育令に対して，統一中

国語学校教員組合と全マラヤ中国語学校経営組合

(All-Malaya Chinese School Management Com-

mittee Association)を中心とする中国語教育組

織や非マレー系野党は，憲法に掲げられた言語と

教育に関する基本的権利を侵害するものだとして

これを批判したヘ特に，中国語学校の教員は新教

育令に対する大規模な反対運動を組織すると共

に， MCAに対して UMNOに従属して中国人の

利益を代表していないと激しく非難した。こうし

て高まる反対運動に直面して，政府は運動の中心

人物で教員組合会長であるリム・リヨンゲック

(Lim Lian Geok，林連玉)の市民権剥奪と教員免

許の取り消しという強硬措置で対応した(1九こう

した措置に対して， MCA指導者はこれを黙認し

たばかりでなく，党員に対して教員組合の集会に

参加しないよう警告した。この結果，指導者を失っ

た反対運動は徐々に勢いを弱めていった。その後，

多くの中国語中学校が英語学校，つまり国民型学

校に移行したことは前章で述べたとおりである。

第4のピークは， 1967年の国語法が制定される

直前の時期であった。この時の反対運動に関して

は前章第3節でMCA青年部と支部の動きについ

て述べたが，こうした MCA内の対立が高まる状

況に直面して，政府は， UMNOがMCAに若干譲

歩する形で国語法案に第3条「この法は，公共の

目的に必要と思われる目的のために，連邦政府も
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しくは州政府が公文書や通信文を連邦内の他のコ

ミュニティーの言語に翻訳する権利になんら影響

を及ぽすものではない}11)という条項を加えた。

この結果に MCAに対する支持は一時高まるので

あるが，反対運動の関心は既に次の問題に移って

いた。それは，中国語を教育用語とするムルデカ

(Merdeka)大学の設立を求める運動であった。こ

の運動の発端は，文部省が国語法を根拠に全国統

一試験でマレ一語に合格した者のみに国内外の大

学進学を許可することを決めたのに対して，マ

レー語習得に不利な中国語学校卒業生の高等教育

を受ける機会が閉ざされることを懸念した中国語

教員組合の組織が，中国語を教育用語とする私立

の大学を独自に設立する計画を立てたことであっ

た(1九先の国語法をめぐる運動でMCAを除名さ

れたシム・モウユウを中心とする中国語教員組合

組織は，全国の中国人組織を動員して大学設立の

ための募金活動を展開していた。この運動に対し

て，非マレ一系野党は支持を表明した一方， MCA 

はマレ一人側からの反発とそれによる民族対立の

勃発を恐れてこの計画に参加することを拒否し

た。そして，あくまで多民族が混合した高等教育

機関の中で中国語学校卒業生の機会が拡大される

べきであるとして， MCAは，中国人の職業訓練を

主目的としながらも英語を教育用語としたトゥン

ク・アブドウル・ラーマン・カレッジの設立を提

唱する代替案を提示した。しかし，この問題は未

解決のまま 1969年選挙の争点として持ち越され

たのである。

以上のように，反対運動は徐々に激しく展開さ

れるようになっていた。それは MCAの分裂と

MCAの中国人コミュニティー内での相対的な支

持の低下と平行して発展した。また， MCA内の対

立の構図は，英語教育派対中国語教育派，中央対

地方，指導部対青年部の3種類に大別することが

できる。しかし，底流にある対立軸は英語教育派

対中国語教育派であった。これらの状況は， MCA 

が，政策決定機関に参加し民族聞の調和を促進す

ると同時に中国人の利益を代表するという相矛盾

する政治的姿勢をとらなげればならないという
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ディレンマの中で，急速に政治化が進む中国語教

育派中下層の支持を取りつけることができなかっ

たということを示している。そして， MCAから離

れた中国人は，その支持を非マレー系野党に向け

るのであった。

第2節反対運動の概念化と結集

この節では，独立以前から発生していた様々な

反対運動に共通する主張が概念化された「マレー

シア人のマレーシア (MalaysianMalaysia) J に

ついて，その内容と政治的な影響について検討し

たい。「マレーシア人のマレーシア」という理念は，

シンガポールの人民行動党 (People's Action 

Party， PAP)の党首であったリー・クアンユ(Lee

Kuan Yew，李光耀)が唱えたものであり，その

主張は，我々すべてが憲法に忠誠を誓い，互いに

尊敬し，人種，言語，宗教にかかわらず，すべて

のマレーシア市民が平等な多人種社会の中で，協

調しながら幸福に暮らせる国}13)の実現を目指す

ものであった。 PAPの政治理念を見る限り，現存

する非マレ一系野党の理念とさほど異なるもので

はない。しかし，ここで重要なのは，第1に，マ

レーシア人のマレーシア」という政治スローガン

を掲げることで言語政策に対する反対運動を概念

化したということ，第2に，散発的であった反対

運動を結集させる契機となったということであ

る。また，この時見られた PAPとUMNO聞の対

立は， 1969年の総選挙と '5月13日事件」に大き

な影響を与えるのである。シンガポールが合併し

た1963年9月16日から再び分離する 1965年8

月7日までを中心に，マレーシア人のマレーシ

ア」運動の展開を見てみたい。

1963年9月のマレーシア連邦結成後(叫，リー・

クアンユ率いる PAPは，マラヤ連邦における最

終的な政治目的が連合政権でMCAに代わる

UMNOの新しいパートナーとなり与党として国

政に関与することであったため， 1964年の連邦議

会選挙の選挙活動において， MCAを激しく攻撃

した。選挙において， PAPは， MCAあるいはマ

ラヤ労働党とマレ一系左翼政党の人民党 (Parti



Ra'ayat)の連合である社会主義戦線SFの両党と

直接対決することによって，両者の持つ中国人社

会の支持を吸収しマラヤ中国人社会の多数派にな

ることを目論んだ。例えば，リー・クアンユは，

'MCAによって代表されている『連合党』内の中

国系のリーダーシップは，代替されるべきである o

……マラヤの都市部において， MCAのメンバー

の貧欲さや愚行に対する反感は高まり，その反感

は，選挙において他に抗議票を投じる先がなけれ

ば，共産主義者との関係が明白な社会主義戦線

SFさえもが反MCA票を得て得票を伸ばすほど

である }15)と述べている。

しかし，この選挙の結果は惨敗であった。連邦

政府によって確保されている 15議席と合わせて

たった 16名しか連邦議会に議員を送り込めず，

PAPは国政レベルにおいて少数野党になってし

まった。惨敗した要因としては，第1に，同党の

準備不足，第2に， UMNOがパートナーとして承

認してくれなかったこと(16)，第3に，インドネシ

アの「対決 (Confrontation)J政策が激化した結

果，外からの圧力に対してマラヤ国家内の団結が

強化され連合党に票が流れたことが挙げられる。

選挙後， PAPは，連合政権や UMNOやマレ一人

指導者に対して直接的に批判を行うようになる。

選挙後， PAPとUMNOの関係はますます悪化

していく。 UMNOが激しく反援する最大の要因

として，PAPがマラヤ政治における暗黙の前提で

あり一種のタブーであったマレ一人の優位的な立

場 (primusinter pares)の正当性について言及し

たことが挙げられる(17)。リー・クアンユは，真の

土着民は密林に住むオラン・アスリ (OrangAsli) 

であり，それ以外の住民は，中国人，インド人に

限らず，マレー人も同様にせいぜい千年以内に移

住してきた移民に過ぎないと論じ，マレ一人が土

地の子(Bumiputra)であるとの前提にたってマ

レ一人に特権を与えることを正当化する議論を否

定したのである(18)。

この主張は UMNOにPAPに対する感情的反

発を生むには十分であった。特に UMNOの青年

部などウルトラ(Ultra)と呼ばれたマレー急進派

マレーシアにおける国民統合

グループは，リー・クアンユを逮捕し，シンガポー

ル憲法を停止すべきなどと激しく非難した。マ

レー語新聞も PAPやリー・クアンユを非難する

記事を載せるようになっていた。こうして， PAP 

とUMNOとの「言葉の戦争J(19)はますますエス

カレートしたのである。そして，こうした対立は

大衆をも巻き込んだ。 1964年 7月にシンガポール

でマレ一人と中国人の間で暴動が発生し，死者22

名，負傷者461名がでる騒ぎとなったのであ

る(20)。これは，シンガポールに限定されたもので

あったが， 1969年にクアラルンプールで起きる人

種暴動の前兆であったとも言える。

一方，リー・クアンユは，マレーシア人のマレー

シア」の政治スローガンを前面に打ち出しながら

大衆にアピールした。そして， 1965年5月9日，

PAPの呼びかけでシンガポールに 5つの野党が

集まって，マレーシア人のマレーシア」の理念の

もとに，マレーシア連帯会議 (MalaysianSoli-

darity Convention， MSC) Jが結成された。集合

した 5つの野党はいずれも非マレ一系野党か中国

人野党であった。具体的に挙げると， PAP，統一

民主党(UnitedDemocratic Party， UDP)，人民

進歩党 (People'sProgressive Party， PPP)そし

てサワラクのマチンダ党 (MACHINDA)とサワ

ラク人民連合党 (Sarawak United People's 

Party， SUPP)である。特に UDPとPPPについ

て簡単に説明しておく。UDPは， 1950年代の後半

にMCAを脱退した改革派グループが中心になっ

て1962年 4月に結成された政党で，会長は元

MCA第2代会長リム・チョンユであった(21)0PPP 

は， 1953年1月にペラ州のインド人弁護士であっ

たシーニヴァサガム (Seenivasagam)兄弟によっ

て結成された党で，多民族政党を標梼するペラ州、|

の地域政党である(22)。いずれも，全てのマレーシ

ア市民が平等な権利を享受すべきと主張する，マ

レーシアにおいて有力な野党であった。連帯会議

は宣言の中で，マレーシア人のマレーシアの理想、

を支持することは，理論的にも実践においても，

マレーシアの様々な人種が人種や宗教でなく共通

の政治イデオロギーと共通の社会的・経済的大志
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を基礎に政治的に提携できるよう教え勧めること

を意味する。それこそが真に自由に繁栄し平等な

ナショナル・コミュニティーの出現を確実にする

土台なのである j(23)と誕っている。

しかし，こうした動きはマレ一人と非マレ一人

の権利の基本的平等を求める非マレ一系野党と

UMNOを中心とする与党連合党の対立を顕在化

させるだけであった。以上のようにマレーシア圏

内の民族問の緊張が高まる中で， UMNOの中に

もシンガポールが分離した方が良いとする見解が

現れてきた。そして，ラーマン首相はシンガポー

ルの分離を決意し， 1965年8月9日シンガポール

は単独国家として独立したのであった。

シンガポールが分離して一見問題は解決したよ

うであった。しかし，言語政策を典型にマレ一人

優位の国家体制に対するアンチ・テーゼ、としての

「マレーシア人のマレーシア」の政治理念はマレー

シアを離れなかったのである。
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第3章 1969年総選挙と人種暴動

本章では I人種暴動」の直接的な発生原因と

なった 1969年の総選挙と人種暴動に至る過程に

ついて見てみたい。第1節で，まず野党の特徴と

それらの政治理念について触れた後，与党連合党

も含めた，各政党の選挙活動を見る。そして，第

2節で選挙結果と投票結果が発表された 5月11

日から暴動が起こる 13日の夕方までの状況を見

る。

Pacific Affairs vol. XX， no.1 March 1960， PP 第 l節野党と 1969年の総選挙

38-47. 1969年の総選挙で積極的な選挙活動を行った

(9) 金子，前掲論文「多民族国家マレーシアにお 野党は，民主行動党DAP，マレーシア民政運動党

ける華人政治j，114頁。 GRM，人民進歩党ppp，汎マラヤイスラム党

QO) 同上， 121頁。ちなみに，このリム・リヨンゲッ (Pan Malayan Islamic Party， PMIP)である。
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DAPとGRMとPPPはいずれも非マレ一人

を支持層とする非マレ一系野党であるが，その選

挙活動と政治理念はそれぞれに特徴を持つ。

DAPは， 1966年3月に政党として正式に登録

されたが，実際にはPAPのマラヤ各州支部とし

て1964年選挙前に活動を始め，シンガポール分離

後にDAPと名称を変更したに過ぎない。同党の

指導者層や立候補者は，中国人で若い英語教育派

で医師などのような専門職業従事者が多い。これ

は，中国系与党MCAと著しく異なる点である。

MCAの候補者の多くは40才以上のビジネスマ

ンが多かった(1)。

同党は，PAPの継承者という性格からもわかる

ように rマレーシア人のマレーシア」を政治理念

として掲げ，その政治路線の最大の特徴は，連合

党政府のマレ一人優先政策に対する直接的な批判

と非マレー人の権利拡大要求である。政治綱領の

中で r実際連合党政府が代表しているのはマレー

人の『もてない層」ではなく~連合党』に代表さ

れる『封建領主ニ買弁業者連合』の階層なのであ

る。憲法で定められたマレ一人の特権は，一部の

マレー人資本家を生み出したに過ぎない。彼らが

中国人とインド人の一部富裕層と結託して私腹を

肥やす反面，マレー人の貧困層ならびに中国人と

インド人労働者層の生活水準は以前低迷したまま

である}2)と述べている。

GRMは， 1968年3月に結成された。同党結成

の中心となったのは，元MCA第 2代会長で

MCA脱退後，統一民主党UDP(3)の会長をしてい

たリム・チュンユと，労働党の中心的指導者であっ

たタン・チークン (TanChee Khoon，陳志勤)

であった。労働党同は， 1952年から合法の左翼政

党として最大の非マレ一系野党の地位にあった

が，中国の文化大革命の影響を受けて急進化した

中国語教育派のグループが台頭していた。そうし

た動きに失望していたタン・チークンら英語教育

派が，多民族協調路線を打ち出しながら支持層を

全国的に拡大できずにいたUDPと1967年後半

から話し合いをし，労働党を離党した後にGRM

を結成したのであった。ちなみに，労働党は，イ

マレーシアにおける国民統合

ンドネシアとの対決期に親インドネシア的として

政府が厳しくとり締まるようになり， 1967年 11

月にペナンで起こった暴動の首謀者として党員が

大量に逮捕され，さらに英語教育派指導者グルー

プの離党の結果，党の活動が機能しなくなり，1968

年 12月に労働党所属の議員の辞職を行い，ついで

1969年の総選挙のボイコットを決定した。

同党の特徴は，その政治理念として， 1968年4

月の宣言で「我々は，現在マレーシアに存在する

多数のコミュニティーから発展するマレーシア国

家 (nationhood)の達成に努める。・…ー我々は，

文化的，宗教的，民族的な均一性よりむしろ，独

立国家の重大な要素として共通の経験と共通の運

命にあるという意識を重要視する }5)と述べてい

るように，多民族協調主義を徹底するという政治

路線にある。それは，初代会長にマレー人でシン

ガポール大学の教授であるサイド・フセイン・ア

ラタス (SyedHussein bin Alatas)を置くなど，

人事や候補者選びにも反映された。さらに，コミュ

ナルな感情を呼び、起こすような表現は極力抑制さ

れた。「我々全ての目的である平等，正義，共通の

機会のために」という題の宣言書(6)では，マレー

人の優先政策については言葉を濁している。こう

した同党の政治姿勢は選挙戦においても継続さ

れ，連合政府に対する直接的な批判を展開し 1969

年選挙戦においてコミュナルな傾向を強めた

DAPとはまったく異なっていた。

前節で述べたように， PPPは， 1953年にインド

人の弁護士シーニヴアサガム兄弟によって結成さ

れた多民族協調主義を掲げるべラ州の地域政党で

ある。同党は， 1956年のラザク・レポートの発表

直後におこった反対運動に素早く同調し，非マ

レー人の利益を積極的に主張したため，1957年 11

月にイポー市で行われた連邦議会補欠選挙では，

前回の選挙で敗退したシーニヴァサガム弟が

MCA候補を破って初当選しており，その後ペラ

州では常に野党第一党である。

同党の政治理念は， 1959年及び1964年選挙の

「平等と進歩のための青写真」と題された公約の中

で，民族聞の平等な権利やマレー人の特権を定め
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た現行憲法の改正などを主張している。同党の主

張は，DAPやGRMの主張の先駆けであったので

ある。

PMIPは，マレーの急進的な宗教政党で最大の

マレー系野党である。「イスラム国家とマレー入国

家の確立」を目標として掲げている(7)。イスラムの

指導者とマレー・ナショナリストが集合して 1951

年に結成された団体であり， UMNOが市民権に

関して出生地主義の原則を採用すると非マレー人

に対して譲歩したことに反発して政治活動を始め

た(8)。

同党の支持基盤は，マレ一人農民である。党と

草の根レベルの聞の仲介者として存在するのが，

地域社会のリーダーである，農村の宗教家とマ

レー語学校の教師である。

また，同党の政治理念は， (1) 非マレ一人に対

する市民権取得の制限と移民の排除， (2) イスラ

ム国家の確立， (3) マレ一語とマレー文化の保護

であり，.マレーシア人のマレーシア」とは対極に

ある。さらに，連合党に対しては，(1)民族聞の

調和は表面的なものであり， (2) 国の富の 90%が

非マレ一人の手中にあるとして，その実効性を激

しく批判している(九このように，非マレ一人のも

つ経済力に対する恐怖と UMNOの指導者に対す

る不満を煽ることによって，マレ一人，特に貧困

農民の支持を吸収しているのである。

では，以上の野党各党と与党連合党はどのよう

な選挙活動(10)を行ったのであろうか。 3月20日

に連邦議会が解散した時，選挙に対して楽観的で

あった。なぜなら，前年に行われた 4度の補欠選

挙で3度勝利し，特に，中国人が多く労働党の強

い選挙区であるセランゴール州のセルダンパル

(Serdang Bahru)で，連合党の候補者がDAP，

GRMを破って勝利していたからである(11)。この

時，既に労働党は選挙をボイコットしている。

一方， PMIPを除く全ての野党では，反連合党

票を分散させないために各政党の立候補者が互い

に同ーの選挙区で競合しないよう取り決めがなさ

れていた。マレーシアの連邦議会選挙は小選挙区

制のため，過去の選挙では 1つの選挙区で野党の
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候補者が競合し，反連合党票が分散してしまうこ

とが多かったのである。各党は，あらゆる選挙区

でそれぞれの組織力と支持率を評価して候補者を

決める選挙区割りを行い，同ーの選挙区で互いの

候補者が競合しないように調整した。その結果，

非マレ一人の人口がマレ一人より優勢である選挙

区を中心に， DAPが24名， GRMが14名， PPP 

が6名の候補者を立てた。半島マレーシアにおけ

る104の選挙区のうち，マレ一人が多数を占める

選挙区が64，非マレ一人が多数を占める選挙区が

40であった(12)。

非マレ一系野党である DAP，GRM， PPPの間

で，互いに同じ選挙区で競合しないように協力関

係が組まれたことは，この選挙でこれらの政党が

獲得議席を伸ばす最大の要因であった。今回これ

らの非マレー系野党の間でこのような協力関係が

成立した要因として，まず，労働党の左翼化と分

裂が挙げられる。更に， DAPが元来PAPであり，

UDPとPPPが1965年にリー・クアンユの呼び

かけの下に結成された「マレーシア連帯会議

(MSC) Jに参加しているという事実から，連帯会

議の経験と「マレーシア人のマレーシア」の政治

理念であったということができる。「マレーシア人

のマレーシア」という共通目標の設定とそれへの

結集が今回の協力関係成立の大きな要因であった

のである。

このように非マレー系野党が協力関係を組んだ

ことは，選挙において，マレー人対非マレー人と

いうコミュナルな対立構図を明確に浮かび上がら

せることとなった。それは，選挙戦にも反映する

ことになる。候補者の演説で各民族のコミュナル

な感情を刺激するような発言が目立つようになる

のである。特に，選挙戦においてコミュナルな傾

向が強かった政党は， DAPとPMIPであった。

DAPは，.マレーシア人のマレーシア」の政治

スローガンを掲げながらマレ一人の特権を批判

し，マレ一人優先政策を施行している連合党を批

判した。特に，その批判は中国系与党である MCA

に向けられた。 DAPは， MCAがムルデカ大学の

設立に批判的で、あることを例に出しながら，同党



がもはや中国人を代表する党でないばかりか中国

人の利益を売る裏切り者であると訴えた。更に，

彼らの主張はマレー人に対しても向けられ，マ

レ一人のマレ一文化の優越性という自負は陳腐な

ジョークであると述べた。選挙戦が深まるにつれ

同党の主張は過激さを強めた。同党がその選挙活

動と主張においてコミュナル色を強めることに

よって，同党の主張する「マレーシア人のマレー

シア」は，結果として当初の多民族協調主義の理

念から離れ，中国人のコミュナルな主張を代弁す

るものとなっていた。

PPPも当初は会長であった D.R.シーニヴァサ

ガムの急死のため静かであったが，徐々にDAP

に合わせてコミュナルな主張を行うようになっ

た。PPPは，マレー人の特権を批判すると同時に，

「マレーシア人のマレーシア」がマレ一人のマレー

シアに対するアンチテーゼ、であり，二つが同時に

共存することはあり得ないと主張した(13)。この主

張が，有権者特にマレ一人に Iマレーシア人のマ

レーシア」が非マレ一人を擁護しかっマレ一人を

攻撃するものであるという印象を与えるには十分

であった。

PMIPは，マレーシアがマレ一人の国であると

主張しながら，連合党政権を激しく批判した。言

語政策に関して Iマレ一語を公用語とするという

憲法公約は十分に実行されていない。英語が教育

用語として支配し続け，中国語とタミル語が認め

られている国民教育政策は面汚しであるJ(凶など

と批判した。特にこの批判は，非マレ一人に対す

る譲歩と見られた国語法成立の後だけに，激しく

行われた。そして，マレ一人に唯一残っていた政

治的優位もこうした連合党の政策によって蝕まれ

たと主張して，マレ一人の危機感を煽ったのであ

る。選挙戦が終盤になると，更に過激な行動が取

られた。選挙の2日前，同党の支持基盤であるケ

ダ州ではある写真が同党によってばらまかれた。

それは，教育相であったキール・ジョハリ夫妻が

中国の民族衣装を着ている写真であったれ5)。中に

は，首相であるラーマンが箸を持って焼き豚を食

べているという合成写真もあったという(1九

マレーシアにおける国民統合

こうしたDAPとPMIPの攻撃に対して，連合

党は，従来通りこれまでの国家経済発展の功績と

今後の経済開発援助の継続をアピールしながら

も，徐々にコミュナルな傾向を強めていった。例

えば，ラーマンは， PMIPカ宝DAPとシンガポール

政府から資金援助を得ているという発言を行っ

た(1九これは，政治理念や支持者層の点で両極に

ある両党の性格から，マレー人と中国人の有権者

のコミュナルな感情を利用しようとする作戦で

あった。また，ムルデカ大学設立運動を批判した

ためDAPから激しく攻撃されていた MCAで

は，一部の候補者が党規を破りこの運動に対する

支持を表明していた。こうした混乱に直面して，

MCA会長タン・シュウシンは4月30日不承不承

ながらこの運動を認めた。このように，連合党の

コミュナルな傾向も強まっていったのである。

一方， GRMは基本的に民衆のコミュナルな感

情を刺激する発言を控えた。同党は，連合党に対

する時も，連合党政府の腐敗と専制を非難した。

そして，連合党が恋意的に憲法を改正することを

防ぐために，連合党の議席を 3分の 2以下に減ら

そうと訴えた。また，多民族協調主義を掲げる彼

らの政治理念は選挙活動にも現れていた。例えば，

GRMのある候補者は，集会において，マレ一語と

英語とタミル語の 3言語を交互に使い分けなが

ら平等な教育政策の実現を訴え，そして共通の

展望と共通の運命を共有するマレーシア人による

統合された平等な社会の確立を強調したのであ

る(18)。同党が選挙戦の中で唱えた「マレーシア人

のマレーシア」は， DAPやPPPと比べ，多民族

協調主義の理念に忠実であり，マレーシア市民と

しての正当な権利を要求するものであったと言え

ょう。

高まるコミュナルな傾向は政党だけではなかっ

た。それは民衆も同じであった。この選挙期間中

2つの殺人事件が起きている。 4月24日，ペナン

でUMNO党員のエンチ・カシム・オマール

(Enche Kassim Omar)が選挙運動に関するもつ

れから殺害された。その時，彼の体は赤いペンキ

で塗られていた(1% そして，投票日直前の 5月4
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日，クアラルンプール郊外で労働党党員の中国人

の青年リム・サンセン(LimSun Seng)が選挙ボ

イコットの宣伝中に取締りにあたった警官に射殺

されるという事件が発生した(2九この事件は特に

マレ一人，中国人の両方に大きな影響を与えた。

なぜなら，投票日の前日，政府の許可のもと中国

人を中心に「葬式の行進 (funeralprocession) J 

がクアラルンプールで行われたからである。大き

な混乱は起きなかったが，その行進には千人以上

の人が参加し，中には赤旗や「毛沢東思想」と書

かれた旗を振る者や「インターナショナル」を歌

う者，そして「血には血を，暴力には暴力を」と

叫ぶ者もいたのであった(21)。以上のように， 5月

10日の投票日が近づくにつれて，マレ一人対中国

人のコミュナルな対立の雰囲気が高まっていった

のである。

第2節選挙結果(叫と人種暴動の勃発

選挙の結果，与党連合党は，過半数を維持した

ものの，議席と得票率を大幅に減らすことになっ

た。前回の 89議席から 66議席となり，得票率も

58.5%から 48.4%に減ったのである(2九そして，

66議席という議席数は，野党の訴え通り憲法改正

に必要な連邦議会における安定多数である全議席

の3分の 2を下回るものであった。更に，数人の

現閣僚や各党の中心的な指導者が落選した。情報

通信大臣のセヌ・ビン・アブデウール (Senubin 

Abdul Rahman)， MCAの副会長で通商産業大臣

のリム・スイアン(LimSwee Aun，林端安)， MCA

の中央執行委員で社会福祉大臣のング・カムポー

(Ng Kam Poh，呉綿波)， MCA幹事長のカム・

ウンワー (KamW oon Wah，甘文華)， UMNO 

のウルトラグループの若手リーダーのマハティー

/レ・ビン・モハンマド (Mahathirbin Mohanmad) 

らが，いずれも UMNOはPMIPの， MCAは

DAPもしくは GRMの候補者に負けたのである O

また，連合党の中でも， MCAの獲得議席数の減少

は際立つていた。連邦議会で前回の 27議席から

13議席へ，と激減したのである。

これに対して，野党，特に非マレー系野党は議
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席数を大幅に伸ばした。そのほとんどがMCAと

の直接対決の選挙区であり， MCAの減少分と労

働党の選挙ボイコットにより浮動票化した票を取

り込んだ結果， DAPが 13議席， GRMが8議席，

PPPが4議席を獲得した。前回の選挙では， PPP 

が2議席， UDPが1議席， PAPが1議席，社会主

義戦線SFが2議席であるから，非マレー系野党

の合計獲得議席は， 6議席から 25議席に大幅に躍

進したのである。 PMIPを除く野党の得票数を前

回の選挙と比べると，前回が約55万票であるのに

対し今回が約58万票で，非マレー系の野党票はそ

れほど伸びていなしミ(2九むしろ， 59年の非マレ一

系の野党票数は約 41万票であることから，すでに

前回の段階で非マレ一人の多くが連合党に不満を

持っていたことがわかる。つまり，前回分裂して

いた非マレ一系野党が「マレーシア人のマレーシ

ア」の政治理念の下に結集したことによって，非

マレ一人の反連合党票が分散せずに生きたという

ことである。また，非マレ一系野党の躍進は州議

会の結果でも顕著に現れた。中でも，非マレ一人

の人口が優勢でトあるペナンチ卜[，セランゴール州，

ベラ州において， DAP， GRM， PPP各党が各州

議会で半数または過半数を得，ペナン外|では，

GRMが州議会の全議席 24議席中 16議席を獲得

して州政権を担うこととなった。また，セランゴー

ル州では， DAP 9， GRM 4，無所属 1の計 14議

席となり，連合党の 14議席と同数を獲得した。ペ

ラチ|、lでは，全議席数40のうち， PPP 12， DAP 6， 

GRM 2で計20議席を占め，連合党は 19議席で，

PMIPの1議席を除いて非マレ一系野党が連合

党を上回ったのである。

他方，マレー系野党の PMIPも議席数と得票数

を伸ばした。連邦議会においては前回の 9議席か

ら12議席に，州議会は 25議席から 40議席に上昇

した。しかし，特筆すべきは，獲得したマレ一人

票がUMNOの獲得したマレ一人票とほぼ同数と

いうことである。そして，マレ一人票が前回より

約60%も上昇していることである (25)0 1964年か

ら1969年の聞に連合党のマレ一人票がPMIPに

移ったのである。特に，マレ一人人口の圧倒的に



多いケダチ卜[， トレガンヌ州で躍進し，クランタン

州の州政権を堅持した。

投票日の翌日，この結果に直面して，連合党は

ショックを受けた。特に，大きく議席数を減らし

たMCAの会長タン・シュウシンは困懲していた。

そして，彼は，選挙期間中を通して高まったコミュ

ナルな傾向を危倶して，選挙期間中に生まれたコ

ミュナルな感情を消すことが必要である。なぜな

ら，この国はそれに対して十分に対処できないか

らである。選挙キャンペーンの間コミュナリズム

を刺激して成功することは重要かもしれない。し

かし，我々は，これらの戦略が選挙後の今となっ

ては続かないであろうことを願う }26)と述べてい

る。

しかし，彼の危倶した状況は収まらなかった。

選挙期間中に高まったコミュナルな対立は選挙後

も続いたのである。同日クアラルンプールでは，

GRMとDAPの勝利を祝う小規模なデモがそれ

ぞれ自然発生的に起きていた。 GRMのデモでは，

「クアラルンプールは今，中国系住民のものとなっ

た」という叫び声が発せられた。 DAPのデモはさ

らに過激であった。彼らは標的を警察とマレー人

に向け，全てのマレ一人の警察官を焼いてしま

えJ'マレ一人に死を，原住民はジヤンク'ルに戻れ」

などと叫びながら首都中を駆けめぐった(27)。

デモは次の日も行われた。 GRMは，タン・チー

クンが警察の許可を得て，彼自身と他4人の当選

者が参加しながら， 4，000人以上が参加した勝利

行進を行った。他方， DAPは，無許可のまま，同

じような勝利行進を行った。彼らは明らかに挑発

的であり，マレ一人に向かつて「マレ一人は出て

いけJ 'マレ一人は村へ帰れ」などと繰り返した。

すでに，政治家たちはデモを統制することができ

なくなっていた。

このように連日行われる過激で、挑発的な非マ

レー人のデモに直面して，マレ一人の中にも

UMNOの勝利行進の実施を求める声が出てき

た。そして， 13日夜7時にクアラルンプールの郊

外にあるマレ一人の居住地域カンポンパル

(Kampong Baru)のセランゴール州知事ダトー・

マレーシアにおける国民統合

ハルン (DatoHarun)の家の前からスタートする

ことが決められた。この計画はマレ一人の聞にす

ぐ広まるとともに，何台ものトラックが周囲の村

を回って多くのマレ一人青年達を連れてきた。

こうして UMNOの行進の計画が進む中， 13日

の午後， MCA会長タン・シュウシンが，同党が内

閣に参加しないことを発表した。これは，選挙で

惨敗したことが明らかになった時，コウ・カイボー

(Khaw Kai Boh)が提案した戦略であった。彼は，

MCAの今までの真の業績を中国人コミュニ

ティーに劇的に示す必要があると考えた。そして，

内聞から撤退することによって，もし MCAが政

策決定に参加しなければ中国人がどうなるかを中

国人コミュニティーに知らしめるという戦略を指

導者たちに提案したのであった。ラーマン首相や

ラザクはこの提案に難色を示したが，最終的には，

一時的便法であり，かつ MCAの希望であるとい

うことで同意した(28)。

この発表は， UMNOのデモの噂と共にクアラ

ルンプールに広まり，特に中国人を不安にさせた。

また，この頃，クアラルンプールでは様々なデマ

が流れていた。例えば，非マレー人がUMNOのデ

モを攻撃するというものや，中には，マレ一人の

女性と子供が中国人によって殺されたというデマ

まであった(29)。

夕方になり，カンポンパルに向かういくつもの

若いマレ一人のグループがあった。そして 6時

頃， UMNOのデモは始まる前に暴動が発生した

のである。

(1) Karl von V orys， op. cit.， PP260-261. 

(2) 金子，前掲論文，マレーシアの華人系野党と

民族問題J，126頁。

(3) UDPに関しては， R. K. Vasil， op. cit.， PP 

252-268参照。

(4)労働党に関して， Ibid.， PP 93-166 PP 183 
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(5) J. P. Ongkili， op. cit.， P198. 

(6) Karl von Vorys， op. cit.， P269. 
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終章

人種暴動発生後，翌日日，国王(Yangdi←Per-

tuan Agong)は連邦憲法第 150条第1項の規定に

より非常事態宣言を敷き，憲法と議会が停止され

268 

た。ついで 15日，ラーマン首相は国家の安定と均

衡を回復する装置として全権を負う国家運営評議

会の設置とその議長に副首相のラザクを任命する

ことを決定し， 17日ラザク議長のもとに UMNO，

MCA， MICの代表者と参謀総長，警察総監，外務

次官，総務長官をメンバーとする評議会が始動し

た。こうして，マレーシア政府は暴動後の対策に

乗り出した。

ラーマンから実質的な権限を委譲されたラザク

議長とした国家運営評議会は，人種暴動の要因に

ついての政府の見解を反映した形で，新たな政策

方針や路線を次々と発表した。 7月1日，ラザ

ク議長は，国家運営評議会の名の下に新たな経済

政策を発表した。その内容は，政府の主導の下，

適当な工業業種の選定と企業に対する優遇措置を

行い，また工業化の力点を農村の開発にも置くこ

とによって，都市と農村の失業者に雇用を与え生

活水準を向上させること，というもので後に正式

に発表されるプミプトラ政策と呼ばれる新経済政

策の骨子となった(~つまり，この政策は政府主導

の下に主にマレー人の経済的な地位の向上を促進

することを意味したのである。ついで7月10日に

は新しい教育方針が発表され， 1970年度から英語

小学校の I年生で英語と生徒の母語の授業を除く

全科目をマレ一語で教育することが決まり，さら

に1978年には中学校3年生まで，そして 1983年

には大学1年生までマレ一語で教育するように目

標が立てられたへ政府はマレ一語の教育用語化

と公用語化を強化することを決めたのである。

以上のような新たな政策方針を具体化しかっ議

会制民主主義の下にマレーシア国家を再出発させ

るために，いくつかの重要な理念や政策が 1970年

半ばから翌年にかけて発表される。これらは人種

暴動後のマレーシアの方向性を決める上で非常に

重要であった。

まず最初は， 1970年7月30日に国家運営評議

会が公布した緊急条例(EmergencyくEssential

Powers> Ordinance No.45， 1970)である O これ

は治安条例 (SeditionOrdinance) を改正したも

のであった。これによって，市民権，国語，マレー



人の特権，スルタンの地位，イスラムの地位，他

の民族の合法的権利などに関する「憲法上の規定

により確立され保護されたいかなる問題，権利，

地位，特権，主権，優先権に疑問をはさむ」傾向

のある発言，印刷あるいは出版を行った者は罰せ

られることになった(3)。

そして， 1970年8月31日の独立記念日に国王

によって「ルクネガラ (Rukunegara，国家理念)J

が発表された。国王は，(1) 神への信何， (2) 国

王および、国家への忠誠， (3) 憲法の道守，(4) 法

による統治， (5) 良識ある行動と特性，を国民の

守るべき 5つの原則として掲げた(九これは，事実

上今後の政府の政策に対してそれを認め従うこと

を要請するものであった。つまり，政府を激しく

批判する者，特にコミュナルな発言を伴って批判

する者は，ルクネガラ」に反する者となってしま

うのである。そして，ルクネガラ」に反すること

を具体的に示したのが，次に記す提案である。

9月22日，ラーマン首相が辞任して，ラザク副

首相が第2代首相に就任し，翌日ラーマン政権の

主要閣僚を引き継いだラザク政権が発足した。

1971年1月22日，ラザク政府は『国民の調和に向

かつて (TowardNational Harmony) ~という白

書を発表した。これは非常事態を解き議会を再開

する目前に発表された。白書は， '(1) 議会制民主

主義を円滑に機能させるために公的な議論の領域

から敏感な問題を取り除くこと，そして， (2) 国

民生活の一定の活動分野における人種的な不均衡

を是正すること」を実現させるために憲法改正を

提案しだ九(1)は具体的には，ルクネガラ」と，

スルタンの地位，非マレ一人の市民権，マレ一人

の特権，イスラムの地位，国語などの敏感な問題

(sensitive issue) として扱われる論題に関して公

的に批判したり疑問を投げかけたりすることを禁

止することである。他方， (2)は，マレー人の進出

のない分野をなくすために高等教育機関における

マレ一人の比率を高めることであった。

これらの緊急条例，ルクネガラJ，敏感な問題

の国会討議の禁止は，議会制民主主義に復帰する

ものの議会の役割と権力を減退させ，逆に政府の

マレーシアにおける国民統合

権限を大幅に強化することになった。そして，人

種暴動後に創設されたこの政治枠組みは現在まで

維持されているのである。

以上のように，戦後常に論議されてきた問題に

関して一定の封印を課した上で，もう一つの重要

課題であるマレ一人の経済的地位の向上を目的と

した政策が発表された。1971年5月27日，政府は

新経済政策として「第2次マレーシア計画」の概

要を発表した。この計画は，国家の団結(National

unity)を達成するために'(1) 人種を問わず，全

てのマレーシア人の所得水準と雇用の機会を改善

することによって貧困を根絶すること， (2) 経済

的機能と人種が等置されている状況を排除し，最

終的にはなくすため，経済的な不均衡を是正する

ようなマレーシア社会の構造的な変革を促進す

る。この目的達成のために，農村生活の近代化，

都市機能の迅速で均衡のとれた発展，あらゆるカ

テゴリーとレベルの活動分野におけるマレー人の

商業人・産業人の創出が含まれる。その結果，マ

レー人とその他の土着住民が国家の経済生活のあ

らゆる側面において完全なパートナーとなる」こ

とを政策の目標と指針に掲げたのであるヘ人種

を問わずと述べているが，マレー人の経済的・社

会的地位の向上が第一目標であることは明白で

あった。「第2次マレーシア計画」は，あらゆる面

でマレー人を優遇するものであったため，プミプ

トラ政策」と呼ばれ，現在まで維持されているの

である。

「プミプトラ政策」の一環として，言語政策も重

要視された。マレー語の公用語の地位を強化する

と共に，マレー人の経済的・社会的地位を向上さ

せる手段つまりマレー人の人材育成を促進する手

段として，教育制度におけるマレー語の使用を拡

大していった。人種暴動直後に政府が発表した教

育方針どおりに 1970年度からマレー語が小中英

語学校の教育用語に導入され， 1982年までに全中

学校で英語と各民族母語の授業以外においてマ

レー語が使用されるようになった(九国民型学校

として中国語とタミル語を教育用語とする小学校

は存続したが，中学校はマレ一語を教育用語とし
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た国民学校しか存在しなくなったのである。英語

学校の廃止はどの民族とりわけ英語教育を希望す

るものにとって大きな衝撃であった。すでに一定

の教科でマレ一語が導入されていたが，それまで

英語は実質的に重要な教育用語として存続してい

たからである。また，人材育成という点から，政

府がより重要視したのは大学教育であった。大学

に進学するマレ一人は非マレ一人と比較して極端

に少なしとりわけ理系学部におけるマレ一人生

徒の割合が少なかった。政府は，奨学金制度，試

験制度，大学入学制度(8)においてマレー人生徒を

他の民族に優先させる政策をとることによって，

マレ一人生徒の大学進学を促進した。その結果，

工学部，理学部，医学部のマレー人生徒の割合の

推移を見てみると， 1970年度では1.3%，12.4%， 

17.2%であったのが， 1975年度では 31.9%，

25.8%， 39.1%に増加した但)。さらに，大学の教育

用語のマレ一語化も漸次進められた。マレー語が

直ちに全学部に導入されることは不可能であった

ため， 1983年から大学 l年生でマレー語を教育用

語とする計画が実行された。教育制度において初

等教育から高等教育まで一貫して国語であるマ

レー語が教育用語となることは，マレ一語の未成

熟性を克服することであり，真の国語としての地

位を獲得することであった。そして，それはマレー

人の人材育成を一層促進することと同時に，非マ

レ一人に高度なコミュニケーションが可能なほど

のマレー語能力を要求することを意味していたの

である。

暴動後政府の政策は転換されたが，変化は政治

の場にも起きた。それは，国民戦線 (Barisan

N asional， N ational Front)の結成である(10)01972 

年に入るとラザ、ク首相は， 69年の選挙後の MCA

の弱体化を補完するために野党との連合を計画し

た。連邦議会における野党勢力とペナン，クラン

タン各州の野党政権は，ラザクにとって，暴動後

の政府の政策を遂行していく上で不安定要素で

あった。ラザクは，まず初めに州レベルでト野党と

連合を組み，その後連邦レベルに拡大するという

戦略をとった。 2月に，ラザクは GRMの会長で
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ペナン州首相であるリム・チュンユと合い，ペナ

ン州において連合政府をつくることで合意した。

ついで 4月にペラ州、|でPPPと連合を組むこと

で合意した。数か月後，両党と連邦においても連

合を組むことで合意に達した。さらに，クランタ

ン州で政権を担いトレガンヌ，ケダ州で多数党で

ある PMIPにも，連合を申し入れた。長い交渉の

結果 9月に州、比連邦において連合政府をつくる

ことで合意に達した。これらの党が連合を結成す

ることに合意した理由は，概して，連合党と連合

することによって受ける州に対する財政的な援助

や，連邦レベルで政権に参加することによって受

ける政治的，経済的利点であった。こうして，連

合党， GRM， ppp， PMIPから成る国民戦線が成

立し，ラザク政府は国民戦線の下でブミプトラ政

策を推進していくことになったのである。このこ

とは， UMNOを中心としたマレー人優位の政治

枠組みが強化されたに他ならなかった。

あらゆる面においてマレ一人優位の体制が確立

されていったが，非マレ一人の不満はなおも存続

し続けた。例えば， 1978年には前年 10月から中国

人のための大学としてのムルデカ大学の設立運動

が盛り上がり，同年1月30日に 4，270団体の署名

を集めた設立許可請願書が国王に提出され，国民

戦線に参加せず最大の野党となった DAPもこれ

を積極的に推進したいけ。同年7月に行われた総選

挙では，国民戦線が圧倒的な勝利を収めたが，一

方でDAPは9から 15へと議席を伸ばし，中国人

の不満の高まりを示した。選挙後，当時の教育相

であったムサ・ヒタムは，ムルデカ大学が私立で

中国語を教育用語とし中国語学校の卒業生のみを

対象にしているため，認められないことを明らか

にした。そして， 10月22日に予定されていた大学

設立のための中国人集会も治安法によって禁止さ

れ，この運動も終わったのである。また，この運

動の他にも，政府の言語政策に対する中国人の不

満の現れとして，私立の中国語中学校の数の増加

が挙げられる。 1982年には，半島マレーシアだけ

で37校を数え， 1961年新教育令の公布時より 20

校も増えているのである(12)。このように，非マ



レ一人の政府のブミプトラ政策に対する不満は常

に潜在しているのである。

以上のように I人種暴動」後政治体制は大きく

変化し，その体制の中で民族聞の権力配分のバラ

ンスをマレ一人側に有利な方向へ向ける政策が実

施されるようになった。換言すれば，国民統合に

おいて，マレー・ナショナリズムを反映した政策

がより強化される方向で進められるようになった

のである。

これまで見てきたように， 1969年までは政治面

と文化面でマレ一人が優位に立つ体制において，

言語政策は戦後出現したマレー・ナショナリズム

を反映する形で進められてきた。しかし，逆に言

えば，これは非マレ一人に対して持つマレー人の

不安感や劣等感の現れであった。つまり，マレ一

人にとって，経済力や教育などを通して近代化に

迅速に適応する非マレ一人特に中国人は，イギリ

ス植民地政府の保護のなくなった独立国家マラヤ

において，パートナーというより大きな脅威で

あったのである。そして，それらの不安感や劣等

感を緩和させ，マレーシアが自分たちの国である

ことを正当化する一つの道具が言語政策であっ

た。その意味で，69年までの言語政策は，ネイティ

ブであるマレ一人にとって，経済力を背景に大き

な力を持つ非マレ一人勢力に対する「自己防衛政

策」であった。他方，中国人を中心とする非マレ一

人は，市民権の獲得などを通して政治意識を覚醒

させると共に言語政策に対して不満を持つように

なった。それは，言語政策にマレー・ナショナリ

ズムを感じたからにほかならなかった。その非マ

レー人の不満は Iマレーシア人のマレーシア」の

政治理念の下に結集した。言語政策が教育用語や

公用語などで実生活の場に浸透するにつれて高

まった「マレーシア人のマレーシア」は，マレー・

ナショナリズムに対する対抗ナショナリズムの性

格を帯びていたのである。

このような「マレーシア人のマレーシア」の出

現は，マレー・ナショナリズムの攻撃性を強める

結果となった。互いに攻撃性を高めた結果勃発し

たのが「人種暴動」であった。「人種暴動」は，マ

マレーシアにおける国民統合

レー・ナショナリズムと「マレーシア人のマレー

シア」の対立が絶頂に達した瞬間であった。両者

は互いに排除の論理を持つものとなっていたので

ある。

しかし，暴動自体は，マレー・ナショナリズム

の攻撃性が顕著に現れたものとなった。国家の物

理的強制力がマレー・ナショナリズムに加担し，

暴動の当事者となったのである O 暴動の被害者の

ほとんどが中国人であるという事実がそれを証明

している。

暴動を契機に加速したマレー・ナショナリズム

の攻撃性は，その後のマレーシアの政治体制や政

策に大きな影響を与えた。それは先に述べたとお

りである。言語政策に関して言えば I人種暴動」

は，自己防衛政策からより攻撃的な政策へと転換

させる契機となったのである。それは，国民統合

においても同じであった。独立当初の共通のナ

ショナル・アイデンティティーを創造するという

国家目標は，実質的に後退することになったので

ある。 しかし，このことは「マレーシア人のマ

レーシア」を減退させたことにはならない。先に

述べたように，政府の政策に対する非マレー人の

不満は収まるどころかむしろ高まっている様にさ

え見える。それが表面化するのを強制力によって

抑えているのである。このことは，国民統合にお

けるマレー・ナショナリズム対「マレーシア人の

マレーシア」の構造的な対立軸が常にマレーシア

に内在していることを示しているのである。

最後に，最近のマレーシアの言語政策について

簡単に述べておきたい。近年，政府はマレ一人に

対しでも中国語の習得を奨励するようになった。

1995年の新教育令において，2000年までに全国す

べての小学校で中国語を正規の授業として導入す

る方針が示された。その方針を裏づけるように，

90年代に入り中国系の学校で学ぶマレー人の子

弟が急速に増加し 5年間で3倍近くになるとい

う。更に，こうした傾向に対して，マハティール

首相は I独立以来進めてきたマレ一語の単一言語

政策は，国民の団結にとって最良の方法とは言え

ない」と述べている(1九これは，高度経済成長を
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続けるマレーシアの自信の現れであり，また，中

国や台湾との経済関係が密接になり中国語の重要

度が増した結果でもある。また，経済発展を背景

にマレー・ナショナリズムが軟化してきたことを

示しているのかもしれなしh しかし，これが本当

に理想としての「マレーシア人のマレーシア」の

確立に向かうものであるのか。更に，経済発展が

止まった時，マレー・ナショナリズム対「マレー

シア人のマレーシア」の対立は果たして再燃する

のかどうか。マレーシアの課題はまだまだ続くの

である。
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